
※　あきる野市地域公共交通協議会運賃協議分科会設置要領第３条に基づく選出区分の順で記載

No. 選出区分 所属・役職 氏　　名

1
【協議会設置要綱第３条第２項第１０号委員】
　市職員

 あきる野市都市整備部長 有　馬　哲　司

2 【運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者】  横川観光株式会社 代表取締役社長 山　口　和　彦

3
【協議会設置要綱第３条第２項第８号委員】
　国土交通省関東運輸局東京運輸支局長又はその指名する者

 国土交通省関東運輸局東京運輸支局
 首席運輸企画専門官（輸送担当）

佐　藤　義　尚

4
【協議会設置要綱第３条第２項第２号委員】
　地域公共交通の利用者である市民の代表

髙　野　喜　一

5
【協議会設置要綱第３条第２項第２号委員】
　地域公共交通の利用者である市民の代表

竹之内　正　雄

6
【協議会設置要綱第３条第２項第２号委員】
　地域公共交通の利用者である市民の代表

宮　本　由美子

（令和6年11月13日現在）

あきる野市地域公共交通協議会　令和６年度第１回運賃協議分科会　委員名簿

議題：デマンド型交通「チョイソコあきる野」の運賃について


